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＜平成 22年度住宅まちづくり部長マニフェスト評価・検証シート＞ 

 

 
 

 

 

 

 

■住宅まちづくり部長セルフレビュー（自己点検） 

 

 

 

 

 

 

重点課題１ 

【『住宅まちづくり政策の再構築』】 

■  都市型高齢社会・人口減尐社会に対応した、住宅まちづくり政策の再構築に着手するため、大阪府住宅まちづくり審
議会に諮問し、3/30に答申がとりまとめられた。 
答申においては、住宅まちづくり政策が目指すべき基本目標として、「安心感が得られる住宅とまちの実現」「選択が

可能で活力ある住宅とまちの実現」が示され、住宅セーフティネットの構築については、府としての今後の方向性を示し
た。 

【答申の内容】 

１．住宅セーフティネットの今後の方向性 
○住宅市場全体を活用した住宅セーフティネットの構築について、H22.10「構造改革プラン（案）」で「公営（公的）住宅への
行政投資のあり方」として方針決定した。 
《取り組むべき具体的施策の例》   サービス付き高齢者向け住宅の供給促進、入居拒否への対応 等 

２．民間住宅市場の安心確保と良質なストックの形成 
《取り組むべき具体的施策の例》   既存住宅の流通促進、リフォーム・リノベーション推進体制の構築、安心して住宅を

選択できる住情報の提供 等 
３．大阪のまちの再構成 
《取り組むべき具体的施策の例》  地域のまちづくりへの公的資産の積極的活用、住み替え･住み続け支援のための仕

組みづくり 等 
 
■今後、答申を踏まえ、府としての具体的取り組みを示す「住宅まちづくりマスタープラン」を策定し、着手できるものから順
次取り組んでいく。 

 
■全国で、「くらすなら大阪と思っている」人の割合：１２％（８人に 1人）という目標は８．３％（12人に 1人）にとどまったもの
の、「大阪でくらし続けたいと思っている」府民の割合：６７％（３人に２人）という目標は、６２．１％と前回調査より５．２ポイ
ントの増となった。 

 

自己評価 

 

平成 22 年度住宅まちづくり部長マニフェスト評価・検証シート 
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＜平成 22年度住宅まちづくり部長マニフェスト評価・検証シート＞ 

 

■平成 22 年度の取組結果・実施状況 

《その実現に向けて、今年度何をするのか？～施策推進上の目標》 
マニフェストの内容 取組結果・実施状況 

 

１．住宅セーフティネットの今後の方向性 

住宅セーフティネットについて、審議会で 6 月に中間取りま

とめを行い、今後の方向性を示す。 

 

○ 審議会作業部会を計 11回開催。 

○ 7/30の審議会において、今後の方向性の中間とりまとめ。 

○ 10 月の「府財政構造改革プラン（案）」において、これまでの府営住宅の供給を

中心とした政策から、民間賃貸住宅等も含めた住宅市場全体で必要な住宅を

確保するという新たな住宅政策に転換する方向性を提示。 

２．民間住宅市場の安心確保と良質なストックの形成 

民間住宅市場において、審議会で 9 月に中間取りまとめを

行い、民間住宅市場の環境整備の考え方を示す。 

 

○ 1/24の審議会において、中間とりまとめ（案）を議論し、2/16に中間とりまとめ。 

３．大阪のまちの再構成 

まちづくりにおいて、まちの再構成に向けた考え方を示す。 

あわせて全体をとりまとめ、H23年 2月に答申。  

 

○ 上記２つの論点とあわせて 3/30の審議会で答申がとりまとめられた。 

《その取組みにより、何をどのような状態にするのか？～アウトプット》 

マニフェストの内容 取組結果・実施状況 

※ 答申を踏まえて早期に目標等を設定し、 

大阪府住宅まちづくりマスタープランとして公表。 

「住宅セーフティネットの今後の方向性」については、中間

取りまとめを受けて施策を検討し、次年度への予算要求。 

実施できる内容から取り組む。 

○ 答申を踏まえ、住宅まちづくりマスタープランを平成 23年内に策定予定。 

○ 住宅・福祉部門の連携による新たなスタイルの住宅セーフティネットの枠組みの

提示に向け、具体的な手法や実施地域を明らかにする「あんしん住まい確保プ

ロジェクト」を H23事業として実施予定。 

《その取組みにより、何をどのような状態にするのか？～アウトカム》 

マニフェストの内容 取組結果・実施状況 

○全国で、「くらすなら大阪と思っている」人の割合 

H22年 4月現在： 8.8％ 【11人に 1人】から、 

H22年度末目標： 12％ 【8人に１人】 

※H21年 6月時点： 6.3％ 【16人に 1人】 

○ 「将来ビジョン・大阪」によるアンケート調査実施（H23.3月）：8.3% 

【12人に1人】 

○「大阪でくらし続けたいと思っている」府民の割合 

  H22年 8月現在：56.9％ 

H22年度末目標：67% 【3人に2人】 

○ 「おおさかQネット」によるアンケート調査実施（H23.3月）：62.1% 【2人に1人】 

 

http://www.pref.osaka.jp/attach/4982/00048586/HPbunsekimani2kaime.xls
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＜平成 22年度住宅まちづくり部長マニフェスト評価・検証シート＞ 

 

 

 

 

 

 

■住宅まちづくり部長セルフレビュー（自己点検） 

 

 

 

 

 

 

重点課題２ 

【『安全』な住まいとまちづくり】 

自己評価 

■ 東南海・南海地震など大地震の発生の切迫性が指摘されており、安全な住まいとまちづくりに向けて、住宅・建築物
の耐震化のスピードアップや、地震時に大火となる可能性が高い重点密集市街地（府内８市 2,300ha）における建物の
不燃化を促進するため、以下の 2つの項目に重点的に取り組んだ。 

 
１．民間住宅耐震化のスピードアップ 
○ 自治会や自主防災組織など地域への直接 PR の強化等を行った結果、改修補助の活用件数は目標をほぼ達成した
が 、診断補助は、目標の約 80％であった。 

○ さらに昨年度は、10 ヵ年戦略ﾌﾟﾗﾝの中間検証を実施。今までの取組みの効果を検証し、施策の見直し・充実を行っ
た。 

２．重点密集市街地での不燃化対策 
○ まちづくり、防災、行政法などの有識者 5 名からなる「密集市街地整備のあり方検討会」を設置し、「今後の密集市街
地整備のあり方についての提言」として取りまとめた。 

○ 規制・誘導による密集市街地の不燃化を進めるため、防火・準防火地域の指定を市に働きかけた結果、H22 年度末
の指定率が 87.6％となり、目標（H23年度末で 90％）に向け順調に進捗している。 

○ また、重点密集市街地で集中的に事業を実施している地区の進捗率は 60.2％となり、目標を達成した。 
 
■上記１については、中間検証結果に基づき、府民が使いやすく分かりやすい補助制度への見直しや、事業者選定等
の府民の耐震化に対する不安を軽減する「まちまるごと耐震化支援事業」を創設し、民間と連携しながら府民が安心し
て耐震化に取組める仕組みを構築していく。 

■上記２については、効果的な不燃化の誘導方策（防火・準防火地域の指定拡大）や重点密集市街地での事業推進な
ど、地元市や地域住民と連携した密集市街地整備を進めるための新たな行政計画の策定に取り組む。 

■ 「地震などの災害に強い住まいやまちになってきたと感じる府民の割合：20％（5 人に 1 人）」という目標は、11.9％（8
人に 1人）であった 
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＜平成 22年度住宅まちづくり部長マニフェスト評価・検証シート＞ 

 

■平成 22 年度の取組結果・実施状況 

《その実現に向けて、今年度何をするのか？～施策推進上の目標》 
マニフェストの内容 取組結果・実施状況 

１．民間住宅耐震化のスピードアップ 

(1)自治会や自主防災組織等地元への直接 PR の強化や、地

域のまちづくりと連動した PR 

(2)「大阪府住宅・建築物耐震 10 ヵ年戦略プラン」の中間検証

により、施策の効果を点検（Check） 

その結果を踏まえ、施策の改善・見直し（Act） 

プラン後期の具体的な取組み方針策定。（9 月：中間取りま

とめ） 

 

 

(1) 府内 7つの土木事務所地域支援課が市町村と連携し PR 

・ 自治会・自主防災組織等での説明会等の実施（説明会 248回） 

・ ちらし配布数：延べ約 2.4万枚  ・自治会回覧・全戸配布等 約 15．9万枚 

(2) 中間検証ワーキングを設置し 4回開催。 

検討ワーキングからの提言を踏まえ、3/31 に府としての今後の取り組みについ

て取りまとめ公表。 

 

２．重点密集市街地での不燃化対策 

(1)有識者等の意見を踏まえ、これまでの取組み成果と事業

の進め方を年内に検証し、年度内に抜本的な見直しの方

向性を取りまとめ。 

 

(2)重点密集市街地において、規制誘導や『面の整備』で、燃

えにくいまちづくりを目指す。 

  ①防火･準防火地域の指定拡大 

②不燃領域率が低く、地元のまちづくり機運が高まった地

区において、道路・公園などを整備する密集事業を集中

的に実施。 

 

 

(1) まちづくり、防災、行政法などの有識者５名からなる「密集市街地整備のあり方

検討会」を設置し、5回開催。 

3/30に「今後の密集市街地整備のあり方についての提言」としてとりまとめた。 

(2)  

① 重点密集市街地が存する 5市に、防火・準防火地域の指定拡大を働きかけ、

7/1に寝屋川市が準防火地域を指定拡大。 

摂津市、堺市が、H23年度の準防火地域の指定に向け、取り組み中。 

② 6市 7地区において、密集事業を実施中。 
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＜平成 22年度住宅まちづくり部長マニフェスト評価・検証シート＞ 

 

《その取組みにより、何をどのような状態にするのか？～アウトプット》 

マニフェストの内容 取組結果・実施状況 

○民間住宅の診断・改修補助件数 

耐震対策先進的取組県(※)での補助件数以上（診断：2100

件、改修 400件）を目指す。 

※前年度補助件数 診断 1461件、改修 303件 

 

○民間住宅の診断補助件数 1,694戸（対前年度比 1.2 倍） 

民間住宅の改修補助件数 383戸（対前年度比 1.4倍） 

 

○重点密集市街地での防火・準防火地域の指定拡大 

  H22年 3月時点の指定率 80％ 

⇒H24年 3月時点 90％を目指す（大阪市含む）。 

 

○寝屋川市が 7/1に準防火地域の指定を拡大したことにより、防火・準防火地域 

指定率が 87.6％になった。（H22年度末） 

 

○重点密集市街地で集中的に事業を実施している地区の進

捗率（事業費ベース） 

H21年 3月時点 35.3％⇒H22年 3月時点 48.5％ 

⇒H23年 3月時点 60％を目指す。 

 

○集中的に密集事業を実施している地区の事業進捗率 60.2％（3月時点）） 

 

《その取組みにより、何をどのような状態にするのか？～アウトカム》 

マニフェストの内容 取組結果・実施状況 

(1) 「地震などの災害に強い住まいやまちになってきたと感じ

る」府民の割合 

H22年 8月現在：16.1％ 

平成 22年度末目標：20％【5人に 1人】 

○ 「おおさかQネット」によるアンケート調査実施結果（H23年3月）：11.9% 

【8人に1人】 

 

 

 

http://www.pref.osaka.jp/attach/4982/00048586/HPbunsekimani2kaime.xls
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＜平成 22年度住宅まちづくり部長マニフェスト評価・検証シート＞ 

 

 

 

 

 

 

■住宅まちづくり部長セルフレビュー（自己点検） 

 

 

 

 

 

 

重点課題３ 

【CO2 削減に向けた『環境』配慮のまちづくり】 

】 

自己評価 

■ 建築物の省エネルギー、CO2削減など環境に配慮した取り組みを進めるため、以下の 3点に重点的に取り組んだ。 

 
１．建築物の CO2 削減等を評価する届出・表示制度の創設 
○ 平成 22年 10月に「て～たんそ大阪プロジェクト」として、ラベリング制度を創設し、不動産協会をはじめとする関係団

体への説明会を行うなど、普及・活用に努めた。 

２．建築物の環境配慮意識向上のための普及啓発 

○ 上記制度の普及のため、優れた取り組みを表彰する顕彰制度「大阪サステナブル建築賞」を拡充するとともに、ＰＲ

用リーフレットによる府民への普及啓発や関係団体と連携した設計者向けの講習会の実施による普及啓発を行った。 

３．府有建築物の省エネ・CO2 削減マネジメントの検討 

○ 施設を利用する府民や庁内の担当者に省エネ効果を明らかにしていくため、モデル施設の省エネ計算に基づく整備

基準案を策定するとともに、CO2削減量やコスト試算等を行い、府の重点評価に基づく既存施設の評価を行った。 

 

■今後、上記１、２については、当該制度の実効性をより高めていくために、届出規模の引き下げ（延べ面積 2,000㎡以上）

やラベル表示の義務化を図るなど、引き続き府民や事業者への普及・啓発に努めていく。 

■上記３については、検討した整備基準案に基づき府有建築物を整備していくために、「府有建築物の整備における環境

配慮指針」（H18 年策定）に盛り込むとともに、今年度改定される「地球温暖化対策大阪府庁実行計画」（H17 年策定）の

改定に反映させていく。 

■「CO2 削減に向けた建築物による環境配慮の取り組みに対する府民評価：50％（2 人に 1 人）」という目標は 28.8％（3 人

に 1人）であった。 
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＜平成 22年度住宅まちづくり部長マニフェスト評価・検証シート＞ 

 

■平成 22 年度の取組結果・実施状況 

《その実現に向けて、今年度何をするのか？～施策推進上の目標》 
マニフェストの内容 取組結果・実施状況 

１．建築物の CO2削減等を評価する届出・表示制度の創設 

(1)「簡便」で「わかりやすい」 CO2削減等の評価手法による

届出制度を 10月からスタート。 

 

(2)届出制度の評価結果を表示するラベリング制度を創設。 

 

 

・ 「て～たんそ大阪プロジェクト」として 10月 15日から制度を創設。  

延べ面積 
届出の 

必要 

ラベル 

表示 
届出方法 

５０００㎡を超える建築物 義 務 指 導 
大阪府重点評価及び 

CASBEE－新築（簡易版） 

２０００㎡以上の建築物 任 意 任 意 
大阪府重点評価及び 

CASBEE－新築（簡易版） 

２０００㎡未満 

３００㎡以上の建築物 
任 意 任 意 

大阪府重点評価 又は 大阪府重点評価及

び CASBEE－新築（簡易版） 

 

① 延べ面積2,000㎡以上～5,000㎡以下は、CASBEEの評価と大阪府の重点評価に

よる届出 

② 延べ面積 300㎡以上～2,000㎡未満、戸建て住宅(10戸以上)は、「簡便」で「わか

りやすい」評価手法(大阪府の重点評価(CO2 削減、省エネ対策、みどり・ヒートア

イランド対策)のみ)による届出 

③ 延べ面積 300㎡以上、戸建て住宅(10戸以上)で環境配慮制度の届出をした共同

住宅、賃貸事務所、戸建て住宅は販売等広告に評価結果をラベル表示 

 

・①、②の任意届出は１３件、③のラベル表示希望 13件（うち戸建て 3件 52戸）あっ

た。 

・ 大阪市と調整し、延べ面積 2,000㎡以上のラベルの表示項目(CASBEEの評価結

果、CO2 削減、省エネ対策、みどり・ヒートアイランド対策）の府内統一化を図っ

た。 

・ 延べ面積 5000㎡を超える共同住宅、賃貸事務所については、ラベル表示を指導

することとし、4月から実施する。 

・ 堺市と協議し、建築物環境配慮制度の事務委譲について条例改正を行った。

(H23年 8月委譲)   
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＜平成 22年度住宅まちづくり部長マニフェスト評価・検証シート＞ 

 

２．建築物の環境配慮意識向上のための普及啓発 

(1)上記の優れた取組みについて、評価結果を公表。 

表彰する顕彰制度（大阪サステナブル建築賞）を拡充。 

(2)府民に環境配慮評価の目を養い、自らも行動するよう

PR。 

設計者に建築主への技術提案やニーズに対応できる「環

境配慮技術」の普及。 

 

(1) 顕彰制度である「大阪サステナブル建築賞」に奨励賞を新たに設け制度の拡充を

図った。 

(2) 新制度ＰＲ用リーフレットを作成、イベント等で配布し府民の普及啓発を図った。 

・(社)大阪府建築士事務所協会と連携し、設計者向け新制度の講習会等を実施。 

・建築・設備の技術者向けの ｢建築物の環境配慮技術手引き(H18年 3月発行)｣を３

月に改訂（H23年 6月発行予定）。 

３．府有建築物の省エネ・CO2削減マネジメントの検討 

(1)府有建築物の省エネ化を図り、効果的・効率的な CO2削

減に寄与する、新築や大規模改修時の整備基準案を作

成。 

(2)既存の府有建築物について、CASBEE 評価を簡便でわ

かりやすくし、改修時の指標となる省エネ性能の表示を推

進。 

 

(1) 新築については、モデル 3施設（西堺警察署、岸和田高校、泉北府民センター）、

改修については、モデル 4施設（茨木・寝屋川保健所、泉北・泉南府民センター）

について省エネ計算を行い、設計仕様となる整備基準素案を策定した。 

また、これに基づき、CO2削減量及びコスト試算を行った。 

(2) 既存４施設（茨木・寝屋川保健所、泉北・泉南府民センター）について、省エネ計

算を実施し、「見える化」の指標となる「大阪府重点評価」に基づく評価を行った。 

《その取組みにより、何をどのような状態にするのか？～アウトプット》 

マニフェストの内容 取組結果・実施状況 

※CO2削減目標等については、今後、関係部局と調整・検討 環境農林水産部と調整中。 

・今年度は、環境総合計画 低炭素ワーキング（環境農林水産部主催）に参画（4～

8月に計 5回）、施策展開の方向性について検討。 

・H23年 3月 30日に環境農林水産部において、次期環境総合計画を策定。 

・今後、環境総合計画に基づき、H23 年度に策定する大阪府温暖化防止実行計画

の中で、具体的な CO2 削減メニューと削減目標量を提示。併せて、環境農林水産

部において地球温暖化対策大阪府庁実行計画を改正。 

《その取組みにより、何をどのような状態にするのか？～アウトカム》 

マニフェストの内容 取組結果・実施状況 

○ CO2削減に向けた建築物による環境配慮の取り組みに対

する府民評価 

H22年 8月現在：33.1％ 

H22年度末目標：50％【2人に 1人】 

○ 「民間ネット調査機関」によるアンケート調査実施結果（H23年3月）：28.8% 

【3人に1人】 

 

http://www.pref.osaka.jp/kikaku/manifesto/que.html
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＜平成 22年度住宅まちづくり部長マニフェスト評価・検証シート＞ 

 

 

 

 

 

 

■住宅まちづくり部長セルフレビュー（自己点検） 

 

 

 

 

 

 

重点課題４ 

【府有施設の『資産活用』】 

自己評価 

■  府民の財産である府有建築物の効率的な維持管理を進めるため、長寿命化等を図るマネジメントの検討に着手し

た。 

■  また、府営住宅については、まちづくりの主体である市町と協議・調整しながら、多様な住宅や地域の活性化につなが

る施設や生活支援施設の導入など府営住宅とその周辺地域の賑わいや活力、利便性の向上のため、府営住宅用地

の有効活用を行った。 

 

１．府有建築物のファシリティマネジメント推進に向けた検討 
○ 保全対象施設（H22年度 248施設）のマネジメントに必要となるデータベースの作成を行った。今後、データ項目の充

実や施設を所管する庁内各課への見える化を図っていく。 

○ 主要 26施設について、施設管理のトータルコストの低減などを図るための中長期保全計画の作成を完了。さらに、

このうち、今年度予定していた 9施設について修繕実施計画の作成を完了。今後、平成２４年度までの３カ年で、主要

26施設の修繕実施計画を作成する。 
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＜平成 22年度住宅まちづくり部長マニフェスト評価・検証シート＞ 

 

 

 
２．府営住宅の資産活用 
（１）府営住宅団地での用地の売却や有償貸付 
○ 早い段階での事業者への情報提供やヒアリングを行い、市場性に合わせた売却を行うことで目標を達成することが

できた。平成２３年度も引き続き市場性の把握に努め売却を進める。 

○ すべての府営住宅について、活用可能な低未利用地等の現状を把握することができた。今後、限られた人員の中で

効果的効率的に売却等に結び付けていくことが課題。22年度においては有償貸付 1事例の入札広告を実施。 

 

（２）駐車場空き区画活用プロジェクト 
○ 新たな取り組みとして、市場性の高い団地と低い団地を複数団地でまとめて使用許可(営業許可)することと引換に土

地使用料の徴収額を営業収入の一定割合とするいわゆる「歩合制」とする新スキームを実施し、112 団地で 888 区画

においてコインパーキング整備することができ、H22年度の目標を達成することができた。 

 

（３）入居者滞納対策強化による滞納額の削減 

 ○入居者滞納対策について、次の順で戦略的に取組みを強化。 

① 短期滞納（３～５ヶ月）については、電話、現地訪問により督促し、滞納の長期化を阻止。 

② 中期滞納（６ヶ月～）については、弁護士への委任（13人）による法的措置。 

③ 長期滞納（１２ヶ月～）については、さらに死亡等による未入居住宅の返還個別処理を推進。 

   ※なお、退去者滞納対策については、平成２２年１１月からアウトソーシングを行い、回収に向けた取組みを強化 

 
■府有施設の資産活用に対し評価する府民の割合：６７％（3人に 2人）という目標は、４０．８％（5人に 2人）の水準にとど
まったが、今後も、上記の取り組みを積極的かつ着実に進め、府有施設の有効活用に取り組んでいく。 
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＜平成 22年度住宅まちづくり部長マニフェスト評価・検証シート＞ 

 

■平成 22 年度の取組結果・実施状況 

《その実現に向けて、今年度何をするのか？～施策推進上の目標》 
マニフェストの内容 取組結果・実施状況 

１．府有建築物のファシリティマネジメント推進に向けた検討 

(1)保全対象施設（H21 年度 252 施設）について、劣化度の実

態調査結果などの情報を整備、施設データの一元化 

(2)保全対象施設のうち、主要施設（30 施設程度）を抽出し、ﾄ

ｰﾀﾙｺｽﾄの低減などを図るため、中長期保全計画を作成 

24年度までの 3 ヵ年で、修繕実施計画を作成。 

 

（1）保全対象施設（H22 年度 248 施設）について、データベースの作成が完了。今

後、データ項目の充実や施設を所管する庁内各課への見える化を図っていく。 

（2）寝屋川保健所などの主要 26施設について、中長期保全計画の作成を完了。 

また、このうち、今年度予定していた 9施設について修繕実施計画の作成を完了。 

 

 

２．府営住宅の資産活用 

(1) 府営住宅団地での用地の売却や有償貸付け 

①活用用地等の分譲条件等を再考し、早期の売却。 

(1)① 

・ 民間事業者にヒアリングを行い分譲条件等のニーズ調査を実施（13事業者）。 

・ 今年度公募予定の活用用地の概要をＨＰで公開。（7/1～） 

・ 東大阪春宮 2物件、八尾志紀 1物件について、11/12入札公告を実施。 

（2/25東大阪春宮（複合地区）、3/4八尾志紀を売却） 

・ 枚方牧野、和泉伯太について、12/10入札公告を実施。 

（3/25枚方牧野を売却） 

・ 椎寺について、財産活用課で 12/10入札公告を実施 

（3/28売却） 

・ 藤井寺小山藤美について、財産活用課に引継ぎ藤井寺市と 3/28随意契約 

・ 和泉伯太について、福祉部に 3/16所管換え 

②すべての府営住宅団地について、売却や有償貸付け等

が可能な低未利用地などを明確にし、公表。 

具体の事業に着手。 

② 

・ すべての府営住宅団地について法的規制等の調査を実施し、6/28『府有財産

自主点検調査結果』を公表。 

・ 現在、売却・有償貸付に向けて、順次売却年度の割り振りやエリアの現地調

査、境界確定など条件整備・調整等を実施中。 

・ 枚方船橋住宅において、事業用定期借地として有償貸付を実施。3/25 入札公

告。 
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＜平成 22年度住宅まちづくり部長マニフェスト評価・検証シート＞ 

 

(2) 駐車場空き区画活用プロジェクト 

（空き区画の解消、H21年度の空き区画数 約 17,000区画） 

①府営住宅 365 団地で迷惑駐車をしている駐車場未契約

者に、空き区画の契約を働きかけ。 

②時間貸駐車場制度の新しい仕組みづくりを 7 月までに行

い、中央・千里の住宅管理センター区域内で、事業者を 8

月までに公募。（収益に応じた納付金制度の創設） 

③空き区画の一層の有効活用を図るため、他用途への利

用も含めた活用を推進。 

（2） 

①自治会と連携し、迷惑駐車する者に契約するよう働きかけを実施。 

 またハード管理面でも迷惑駐車そのものができないようこれまで散在していた

空き区画の集約、閉鎖措置を実施中。 

②11/11 に事業者決定。中央管理センター区域内 74 団地、千里センター区域内

38団地の空き区画（888区画）についてコインパーキングを整備済み。 

③室内に立ち上げたプロジェクトチームとの連携で、駐車場の空き区画部分をコ

ンビニエンスストア用地としての転用できる可能性を検討。 

また、電気自動車の普及を目指している商工労働部（新エネルギー産業課）と

の意見交換も実施中。 

(3)入居者滞納対策強化による滞納額の削減 

（H20年度 ⇒H21年度決算見込み 6.7％削減） 

（3） 

○ H20年度 ⇒H21年度決算 ７．６％増。 

○ 家賃収納率は 98.5％（Ｈ21年度。近年微増傾向） 

○ 入居者滞納額は約 15.2億円（Ｈ21年度末）で、平成 20年度末から約１億円増加したこと

から、平成 22 年度においては、滞納期間の長期化を回避するため、短期滞納者（３～５ヶ

月）をターゲットに 43,000件/年以上（Ｈ21年度：約 13,000件）の電話等により督促強化 

○ 結果として短期滞納額は、対前年同時期比、５百万円増に抑制（H20→H21；48 百万円

増）、トータルでは 61百万円の増であった。 

○ 今後とも、短期滞納者を中心に対策を強化し、訴訟提起などの取組み等を通じて、粘り

強く進めていく。 

○ なお、退去者滞納対策については、平成２２年１１月からアウトソーシングを行った結果、

平成２２年度末までに約１千万円以上の回収があった（H21年度：約４８０万円）。 
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＜平成 22年度住宅まちづくり部長マニフェスト評価・検証シート＞ 

 

《その取組みにより、何をどのような状態にするのか？～アウトプット》 
マニフェストの内容 取組結果・実施状況 

ファシリティマネジメントについては関係部局との調整を踏まえ、今後の目標を設定。 

○ 府営住宅の資産活用 

(1) 府営住宅建替え団地で、活用用地等の売却の公募等 

《H22年度目標  2.4ha》 

 

 

 

(2) 時間貸駐車場の実施団地数 《H22年度目標 100団地》 

 

(3) 入居者滞納額の H21年度決算予定額比 《10％削減》 

生活保護費の代理納付の推進 

《3年間で全市町（代理納付導入を働きかける 38市町）》 

 

(1) 公募等の実績（H22年度実績：3.71ｈａ） 

条件付一般競争入札：約 2.45ha（うち約 1.90ha契約） 

一般競争入札     ：約 0.28ha（うち約 0.28ha契約） 

随意契約        ：約 0.98ha 

 

(2) 現在、112団地で 888 区画を活用して、コインパーキングを整備済み。 

 

(3) ・入居者滞納額  前年度（21年度）の同時期（２月）と比べて 4.3%の増 

・生活保護費の代理納付の推進 

全 38市町が実施意向表明（H22.6時点） 

（うち１６市町は実施済、５市は覚書締結済、 残る 17市町も２３年度中には実

施予定） 

《その取組みにより、何をどのような状態にするのか？～アウトカム》 
マニフェストの内容 取組結果・実施状況 

○ 府有施設の資産活用に対する府民評価 

 現況（H22年 4月） ： 59.3％ 

 ⇒ 目標（H22年度末）：3人中 2人は評価（67％） 

○ 「民間ネット調査機関」によるアンケート調査実施結果（H23年3月）：40.8% 

【5人中2人】 

 

 

http://www.pref.osaka.jp/kikaku/manifesto/que.html
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＜平成 22年度住宅まちづくり部長マニフェスト評価・検証シート＞ 

 

 

 

 

 

 

■住宅まちづくり部長セルフレビュー（自己点検） 

 

 

 

 

 

 

重点課題 5 

【『活力』を生み出すまちづくり】 

自己評価 

■大阪の居住魅力・都市魅力を高めるため、泉北ニュータウンの再生に向けた検討や彩都事業の推進に取り組んだ。 

 

１．泉北ニュータウンの再生 
○平成２２年４月に、大阪府、堺市、独立行政法人 都市再生機構、大阪府住宅供給公社、財団法人 大阪府タウン管理
財団が連携し、協議・検討する場として、「泉北ニュータウン再生府市等連携協議会」を設立し、「泉ヶ丘駅前地域活性
化ビジョン」の策定（H23.3月）を行うとともに、公的賃貸住宅の活用に向けた検討に着手した。 

 

２．彩都・中部地区の事業推進 
○独立行政法人都市再生機構や市と連携し、進出する企業のエントリー募集.を行うなど積極的に企業の誘致活動を実
施。 

○西部地区と中部地区をつなぐ府が施行する茨木箕面丘陵線（岩阪橋梁）の用地買収を H22.11 に完了し、橋梁工事に
向けた準備工事に着手した。 

 
 

■全国で、「くらすなら大阪と思っている」人の割合：１２％（８人に 1人）という目標は８．３％（12人に 1人）にとどまったもの
の、「大阪でくらし続けたいと思っている」府民の割合：６７％（３人に２人）という目標は、６２．１％と前回調査より５．２ポイ
ントの増となった。 

■今後も、魅力ある大阪・活力を生み出すまちづくりに向け、上記に重点をおき取り組んでいく。 
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＜平成 22年度住宅まちづくり部長マニフェスト評価・検証シート＞ 

 

■平成 22 年度の取組結果・実施状況 

《その実現に向けて、今年度何をするのか？～施策推進上の目標》 
マニフェストの内容 取組結果・実施状況 

１．泉北ニュータウンの再生 

(1)泉ヶ丘駅前地域の現状・問題点の把握、マーケットリサー

チを実施し、その将来像と実現方策を示す泉ヶ丘駅前地域

活性化ビジョンを年内に策定。 

 

(2)ニュータウン再生に資する公的賃貸住宅の活用方針を、年

度内に策定。 

 

(1) 泉ヶ丘駅前地域活性化ビジョン（案）を平成２３年２月２日策定、パブリックコメン

ト（2/14～3/16）を経て、同ビジョンを平成２３年３月２８日に策定 

泉ヶ丘駅前地域活性化検討 WGを１１回、専門委員会を８回開催 

 

(2) 公的賃貸住宅等再生検討ＷＧを３回開催。その中で公的賃貸住宅の現状、課

題、今後の方向性について、考え方を一定共有。 

平成 23年度策定予定の公的賃貸住宅再生計画の中で、具体化。 

２．彩都・中部地区の事業推進 

積極的に企業の誘致活動を実施。 

岩阪橋梁については、H22 年度に用地買収、準備工事を円

滑に進め、橋梁本体の工事着手を判断。 

 

○ UR都市機構の 2次エントリー募集が 6月末に終了（確認書締結企業 19社） 

○ 岩阪橋梁用地買収が 11月末に完了。引き続き、準備工事中。 

《その取組みにより、何をどのような状態にするのか？～アウトプット》 
マニフェストの内容 取組結果・実施状況 

※ 協議会での検討やビジョンの策定を踏まえて、次年度へ

の予算要求を含め、実施できる内容から取り組みます。 

○ Ｈ23年度、公的賃貸住宅の具体的な再生計画の策定と、ビジョンの実現に向け

た短期的な事業を行うため、「泉北ニュータウンの再生事業」の予算確保。 

《その取組みにより、何をどのような状態にするのか？～アウトカム》 
マニフェストの内容 取組結果・実施状況 

○ 全国で、「くらすなら大阪と思っている」人の割合 

H22年 4月現在： 8.8％ 【11人に 1人】から、 

H22年度末目標： 12％ 【8人に１人】 

※H21年 6月時点： 6.3％ 【16人に 1人】 

○「将来ビジョン・大阪」によるアンケート調査実施（H23.3月）：8.3% 

【12人に1人】 

 

 

○ 「大阪でくらし続けたいと思っている」府民の割合 

H22年 8月現在：56.9％ 

H22年度末目標：67％ 【3人に 2人】 

○ 「おおさかQネット」によるアンケート調査実施（H23.3月）：62.1% 【2人に1人】 

 


